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市民ギャラリー出展者を募集市民ギャラリー出展者を募集
♪�応募資格／芸術文化活動を行う個人および団体
♪��展示場所／日本昭和音楽村江口夜詩記念館「市民ギャラリー夜詩」
♪��展示物／絵画・写真・書など、施設で貸し出すワイヤーで展示
できる平面的な作品
♪�展示期間／ 7日以上30日以内（設営・撤去含む）

芸術活動にご参加を芸術活動にご参加を日本昭和音楽村
水の都おおがき 水嶺湖音楽祭2026協賛事業を募集水の都おおがき 水嶺湖音楽祭2026協賛事業を募集

【マスタークラス】
♪�内容／ 7月～令和 9年 3月に同音楽村で開催する大学院レベル

【プレミアムコンサート】
♪�内容／令和 9年 3月に同音楽村水嶺湖ホールで開催するプロの
演奏家による入場無料のコンサート
♪�特典／ホール使用料の免除、ＰＲなどの支援
♪募集数／ 1事業（審査）
♪�申込締切／ 5月31日

の音楽レッスン
♪�特典／ホール使用料の免除、ＰＲなどの支援
♪�募集数／ 3事業（審査）
♪�申込締切／ 5月31日

日本昭和音楽村で配布の申込書（市ＨＰからダウンロード
可）に必要事項を記入し、直接、郵送、またはＥメールで、
同音楽村（〒503－1632 上石津町下山2011、☎45－3344、e－
mail：syouwaongaku＠city.ogaki.lg.jp）へ

申込申込
(共通)(共通)

各種市民委員を募集各種市民委員を募集
－まちづくりにあなたの声を－－まちづくりにあなたの声を－

▶��対象／市内に在住・在勤・在学の18歳以上（令和8年4月1日現在）で、
国・地方公共団体の議員や常勤の公務員でない人
▶��活動内容／平日の昼間に年 1～ 3回、多文化共生推進指針の進捗
状況や改定などについての提言
▶��任期／ 6月～令和13年 5 月
▶��募集人数／ ２人程度（選考）
▶��応募方法／まちづくり推進課で配布または市ＨＰからダウンロードした
応募用紙に必要事項を記入し、「多文化共生のまちづくり」について
の意見・提案など（400～800字程度、様式自由）を添えて、同課（〒503
－8601 丸の内 2－29、e－mail：machizukuri@city.ogaki.lg.jp）へ
▶��応募締切／ 5月 1日（消印有効）
▶��問合せ／まちづくり推進課（☎47－8546）へ

▶�対象／市内に在住・在勤・在学の18歳以上（令和8年6月1日現在）で、
国・地方公共団体の議員や常勤の公務員でない人
▶��活動内容／平日の昼間に年 1回程度、大規模小売店立地について
審議・助言
▶�任期／ 6月～令和10年 5 月
▶��募集人数／ ２人程度（選考）
▶��応募方法／商工観光課で配布または市ＨＰからダウンロードした
応募用紙に必要事項を記入し、「大型店とまちづくり」についての
意見･提案（800字程度、様式自由）を添えて、同課（〒503－8601
丸の内 2－29、e－mail：syoukoukankouka@city.ogaki.lg.jp）へ
▶応募締切／ 5月 8日（消印有効）
▶��問合せ／商工観光課（☎47－8596）へ

②多文化共生推進会議②多文化共生推進会議

「西美濃日本舞踊の集い」の出演者募集「西美濃日本舞踊の集い」の出演者募集

▶�対象／西濃地域在住・在勤で、定期練習（ 5月21日～ 7月16日の
毎週木曜日の午後 6時30分～ 8時）と前日練習（ 7月18日）に参加
できる人　※日本舞踊の未経験者も可
▶�募集人数／15人程度（抽選）
▶�持ち物／浴衣、足袋、扇子（持っている人のみ）
▶�申込／ 5月15日（必着）までに、市ＨＰ「電子申請サー
ビス」で申込または、ファクス、はがきに住所・氏名・年齢・電話
番号を記入して同実行委員会（〒503－8601 丸の内 2－29、℻47
－8636）へ
▶�問合せ／同実行委員会（☎47－8067）へ

市ＨＰ

文化フェスティバル実行委員会は、7 月19日にスイトピアセンター
文化ホールで開く、文化フェスティバル「西美濃日本舞踊の集い」の
出演者を募集します。

　働く人の「仕事」と「家庭」の両立を応援するため、職場で家庭
教育学級を開催する企業を募集します。子育てや家庭教育の充実に
ついて、テーマに応じて講師を派遣（オンラインも可）します。

〇「企業内家庭教育学級」の開催企業を募集

〇家庭教育支援スタッフ養成講座
　小中学生の保護者の子育ての悩みや不安の相談にあたるなど、
保護者を支援する家庭教育支援スタッフ（ボランティア）の養成講座
の受講生を募集します。

▶�対象／小中学生の保護者
▶�とき／月～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前 9時～午後 4時
▶�内容／家庭教育指導員による家庭での教育やしつけなどに関する
悩み相談
▶�相談専用電話／☎47－8031
▶�相談方法／電話や面談　※面談は事前に要予約
▶�問合せ／社会教育スポーツ課（☎47－8039）へ

〇家庭教育相談窓口を開設

市ＨＰ

▶研修内容（例）／仕事と子育ての両立のためのポイント、
家庭の中の防災など
▶申込／市ＨＰ「電子申請サービス」で申込または、社会
教育スポーツ課（☎47－8039）へ

▶�ところ／市役所 6階会議室 6－ 3・ 4
▶�内容／家庭教育支援の知識とスキルを学ぶ
▶�定員／20人（先着順）
▶�申込／ 4月15日から、市ＨＰ「電子申請サー
ビス」で申込または、社会教育スポーツ課（☎47－8039）へ

市ＨＰ

▶�対象／家庭教育支援に関心のある人
▶�とき／ 5月19日（火）、6月19日（金）、9月10日（木）ほか ＜全 6 回＞
　�いずれも午前 9時30分～11時30分　※10月以降の日程は後日連絡

家庭教育に関する取り組みを推進しています家庭教育に関する取り組みを推進しています

③人権のまちづくり懇話会③人権のまちづくり懇話会
▶��対象／市内に在住・在勤・在学の18歳以上（令和8年7月1日現在）で、
国・地方公共団体の議員や常勤の公務員でない人
▶��活動内容／平日の昼間に年 1～ 3回、人権施策の推進方針や取り
組むべき人権課題について審議
▶��任期／ 7月～令和10年 6 月
▶��募集人数／ 2人程度（選考）
▶��応募方法／人権擁護推進室で配布または市ＨＰからダウンロード
した応募用紙に必要事項を記入し、「市民一人ひとりが人権感覚
を高め、お互いを認め合う人権尊重のまちづくり」についての
意見や提案（800字程度、様式自由）を添えて、同課（〒503－8601 
丸の内 2－29、e－mail：jinken@city.ogaki.lg.jp）へ
▶��応募締切／ 5月11日（消印有効）
▶��問合せ／人権擁護推進室（☎47－8576）へ

　市内に在住・在勤・在学する人を対象に、地域や行政の課題について、
皆さんの立場から意見を出したり話し合いに参加したりする各種市民
委員を募集します。
①①大規模小売店舗の出店に伴う地域環境保全のための検討委員会大規模小売店舗の出店に伴う地域環境保全のための検討委員会


